
 

 

金融機能強化審査会 

 

主管省及び庶務担当部局課 金融庁監督局銀行第二課 

 電話番号 (03)3506-6000（代表） 

ホームページ https://www.fsa.go.jp/singi/soff/index.html 

根 拠 法 令 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第 

48 条 

設 置年月日 平成 16 年６月 18 日 

所 掌 事 務 

１．金融機能の強化のための特別措置に関する法律（以下「法」

という。）第４条第１項、第 16 条第１項、第 34 条の２第１項、

附則第８条第１項、附則第９条第１項及び附則第 22 条第１項

に基づき、金融機関等より提出を受けた経営強化計画等につ

いて、意見を述べること 

２．法第 48 条第２項に基づき、必要に応じ、経営強化計画の履

行状況又は協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実

施状況について審議すること 

分科会等＜分科会＞ なし 

    ＜部 会＞ なし 

委員＜定数＞ ５名以上政令で定める人数内の委員をもって組織

する。（金融、法律、会計等に関して優れた識見を

有する者。） 

うち常勤 なし 

＜任期＞ ３年 
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＜氏名＞ ◎松下 淳一（学習院大学法学部教授） 

       前田 博(森・濱田松本法律事務所、弁護士 シニア・

カウンセル) 

      有岡 律子(福岡大学経済学部教授) 

      左三川 郁子(日本経済研究センター金融研究室長) 

長谷川 勉（日本大学商学部教授） 

柚木 真美(公認会計士柚木真美事務所 所長) 

諮問・答申事項等  

・実施計画（愛知銀行・中京銀行）の審議及び経営強化計画（東

北銀行、筑波銀行、豊和銀行）の審議(R4.9.1) 

・ 会長及び会長代理の選任及び資金交付制度の活用申請に係

る実施計画（八十二銀行・長野銀行、はばたき信用組合・三

條信用組合・新潟鉄道信用組合）の審議(R5.5.11) 

・経営強化計画（きらやか銀行・仙台銀行・じもとホールディ

ングス）の審議(R5.8.30) 
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